
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に

基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集の実施結果について

（令和元年８月27日～９月25日（ワタ１件 ））

１．意見・情報募集の対象となった第一種使用規程の承認申請案件

遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容

カメムシ目、アザミウマ目、コウチュウ目及びチョウ 食用又は飼料用に供するための使

目害虫抵抗性並びに除草剤ジカンバ、グルホシネート 用、加工、保管、運搬及び廃棄並

及びグリホサート耐性ワタ (改変 , 改変 びにこれらに付随する行為cry51Aa2 cry1

Ac cry2Ab2 vip3A dmo bar p, 改変 , 改変 , 改変 , , 改変c

, L.) (MON88702 ×15984 epsps Gossypium hirsutum

5×COT102×MON88701×MON88913, OECD UI: MON-887

Ø2-4 ×MON-15985-7×SYN-IR1Ø2-7×MON-887Ø1-3×

MON-88913-8) 並びに当該ワタの分離系統に包含され

る組合せ (既に第一種使用規程の承認を受けたものを

除く。)

２．意見募集方法の概要

(1) 意見募集の周知方法

・関係資料を環境省、農林水産省ホームページに掲載

・記者発表

・資料の配付

(2) 意見提出期間

令和元年８月27日（火）から令和元年９月25日（水）まで

(3) 意見提出方法

電子メール、郵送又はファクシミリ

(4) 意見提出先

環境省自然環境局野生生物課又は農林水産省消費・安全局農産安全管理課

３．意見募集の結果（関係省に提出された意見の合計）

意見提出数 11 件

（うち本件に関わる御意見 10 件、うち本件に関わらない御意見 １ 件



４．御意見の概要と御意見に対する考え方について

別紙のとおり



（別紙） 
遺伝子組換えワタの第一種使用等に関する審査結果に対して寄せられた御意見の概要及びそれに対する考え方 
 

御意見の概要 
 

御意見に対する考え方 
 
日本での遺伝子組み換えワ
タの栽培の許可は反対です。 
遺伝子組換えワタの在来種
への汚染が、生物多様性を破
壊していることは誰の目にも
明らかです。 
遺伝子組換え作物は、長期
的に環境影響のリスクがある
ので承認しないでください。 

（同様の趣旨の御意見 10件） 

 
 

 
遺伝子組換え技術は、人類が抱える様々な課題を解決する有効な手段の一つとしての期待がある一

方、御指摘のように、当該技術を利用して生み出される生物を、食品・飼料等として利用することに

より、安全性や環境に悪影響を及ぼす可能性について、懸念が持たれています。 
このため、我が国で遺伝子組換え農作物を使用等するに当たっては、あらかじめ、食品及び飼料と

しての安全性、生物多様性への影響について、科学的な審査を行った上で、使用等の可否を判断して

います。その際、食品としての安全性に関しては食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）及び食品
衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づき、飼料としての安全性に関しては、食品安全基本法及び
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35 号）に基づき、そして、生物
多様性の確保については、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律（平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」といいます。）に基づき、申請ごとに審査を行っ
ています。また、食品表示に関しては、食品表示法において規定されています。 
遺伝子組換え農作物により、生物多様性に影響が生ずるか否かについては、１）雑草化して他の野

生植物に影響を与えないか（競合における優位性）、２）野生動植物に対して有害な物質を生産しな

いか（有害物質の産生性）、３）在来の野生植物と交雑して遺伝子が広がらないか（交雑性）等の観

点から、最新の科学的知見に基づき、審査をしています。また、我が国の自然条件下で生育した場合

の特性が不明な場合には、申請者に対し、国内にある隔離ほ場での試験も課しています。審査は、農

林水産省及び環境省が以下の手順で行っています。 
① 申請者に、最新の科学データ、緊急時の措置を定めた計画書（緊急措置計画書）等を申請書ととも
に提出するよう要求 
② 提出データ等の妥当性等を確認 
③ 学識経験者の意見を聴取 
④ 必要に応じて、申請者に対し、追加データの提出や試験の実施等を要求 
⑤ 承認の可否を判断 

 
なお、こうした科学的な審査の手続きを終了し、これまでに承認された遺伝子組換え農作物は、１

８５品種になります。 
本遺伝子組換え農作物については、栽培は承認範囲に入っていないため、国内で栽培することはで

きません。 



また、承認後において、評価時点では予想できなかった環境の変化や、承認以降における科学的知

見の充実により、生物多様性影響が生じるおそれがあると認められた場合や、万が一生物多様性影響

が生じた場合には、以下により対応することとしています。 
① 申請者が、あらかじめ承認申請時に作成していた緊急措置計画書に従い、生物多様性影響を効果的
に防止するための措置を講ずる。 
② 必要に応じて、主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者等に対し、当該第一
種使用等を中止することその他の必要な措置を執るべきことを命ずる。 
 

 
雑草に除草剤の耐性ができ
て、効き目が無くなってくる
ので除草剤の量を増やしてい
くことになり、環境破壊につ
ながります。 

（同様の趣旨の御意見２件） 

 
今回、申請のあった遺伝子組換えワタは、作用機作の異なる複数の除草剤に耐性を有するものです。

特定の除草剤に対する耐性を獲得しないよう、複数の除草剤を使用することで、従来よりも、除草剤

の抵抗性雑草の発達を防止し、環境への負荷を軽減することが期待できるものです。 
なお、現在、国内で、食用の遺伝子組換え農作物は栽培されておらず、また、今回承認申請のあっ
た遺伝子組換え農作物は、栽培は承認の範囲に入っていないため、国内で栽培することはできません。 

その他、本件とは関係のない御意見等が 1件ありました。 
 


